
遺言書を作成する際にはまず、専門家にご相談いただき、誰のために、
何のために、遺言を残すのかをしっかりと考えることをおすすめします。

昨今ではよく耳にすることも多くなった遺言。
みなさまのご質問やお問い合わせも多数いただきます。
遺言の種類と、書く際に気をつけることをまとめてみました。

ご遺言のない場合ご遺言のない場合ご遺言のない場合

遺言の種類は、大きく分けると公正証書遺言と自筆証書遺言の二種類。
どちらも長所・短所がありますが、法的な不備のおそれ、紛失・改ざんや実際に相続が発生し
た際の手続きの簡便さ等で比べると、お薦めしたいのはやはり公正証書で作成することです。

　遺言書を書く際に財産の分け方だけ記載してあれば大丈夫だろうという方が
いらっしゃいますが、ただ財産の分け方だけ書いてあっても、それが元で、逆に遺産争い
になってしまう場合もあります。
　自筆証書の場合でも、公正証書の場合でも、財産を渡す予定の相手が遺言者よりも先
又は同時に死亡してしまった場合のための「予備的遺言」まで考慮してあるか、
「遺言執行者の指定」がしてあるのか、してあればその方は遺言執行時にしっかりお願い
できる方なのか、なぜそのような分け方にしたのかなど「遺言者の想いを伝える付言」を
考えているか等々検討しておかなければいけないことは意外とあります。




